
地震噴⽕津波によるケガ

天災・地震補償プラン

対象 ボランティアが主体となって⾏う様々な⾏事に参加する⽅全員

宿泊を伴う⾏事
（⾏事種類不問）

⽇帰り⾏事
（開催場所制限あり）

Ａ１：28円
Ａ２：126円
Ａ３：248円

宿泊数により
異なる

28円

なし 560円

必須（⽒名・住所・電話番号） 不要

なし

令和６年４⽉１⽇∼令和７年３⽉31⽇
（４⽉１⽇以降加⼊の場合はその翌⽇から適⽤）

令和６年度ボランティア保険のご案内
〜ボランティア活動や地域福祉活動中の万が⼀の事故に備えましょう〜

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険
⾃発的に無償の活動を⾏っている⽅

★加⼊プラン

対象

補償期間

年間保険料

基本プラン

350円 500円

× ○

※前年度からの継続で４⽉１⽇付加⼊の場合は初⽇から補償

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ⾏事⽤保険

加⼊⼿続き

★加⼊プラン

⾏事実施の前⽇まで 保険料は郵便局で⽀払い（振込⼿数料無料）

対象⾏事

Ａプラン Ｂプラン Ｃプラン

⽇帰り⾏事
（区分あり）

保険料（１名あたり）

最低保険料 20名分の⾦額
加⼊⼈数の制限なし

参加者名簿の提出

往復途上の補償 あり

∼申し込み受付窓⼝∼

島⽥市社会福祉協議会 本所 ：  島⽥市⼤津通2番の1 0547-35-6244    

☆詳しい補償内容はパンフレットでご確認ください

※昨年度から変更はありません

※今年度は特定感染症重点プランはありません  保険料は社協窓⼝で⽀払い

※ボランティア活動をする⽅は、原則、ボランティア活動保険への加⼊をお願いします。
※ボランティア⾏事が中⽌になり、保険料の返戻請求をする場合は、⾏事前⽇までに窓⼝にて
��⼿続きをお願いします。


